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国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
と
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
時
に
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
た
め
に
、
加
入
者
が
医
療
費
な
ど
の
負
担
を
支
え
合
う
制
度
で
す
。

今
年
４
月
か
ら
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
国
保
税
に
つ
い
て

も
後
期
高
齢
者
支
援
分
の
追
加
や
税
率
の
改
正
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
徴
収

が
始
ま
り
ま
す
。
国
保
税
の
今
年
度
の
主
な
変
更
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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■
「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」
が

追
加
さ
れ
ま
す

平
成
20
年
度
か
ら
老
人
保
健
制
度
に

代
わ
っ
て
、
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
制
度
を
支
援

す
る
た
め
75
歳
未
満
の
人
は
「
後
期
高

齢
者
支
援
分
」
と
し
て
国
保
税
を
負
担

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

は
「
医
療
分
」
と
「
介
護
分
（
40
〜
64

歳
の
人
）」
を
合
わ
せ
た
額
を
納
め
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
20
年
度
か
ら
「
後
期

高
齢
者
支
援
分
」
が
新
し
く
加
え
ら
れ

ま
す
（
上
表
参
照
）。

■
「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」
は

７
月
に
決
定
し
ま
す

今
年
度
か
ら
国
保
税
額
は
、
７
月
に

決
定
し
、
第
３
期
か
ら
徴
収
が
始
ま
り

ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
納
入
通
知
書
の
送
付
時

期
が
こ
れ
ま
で
の
８
月
中
旬
か
ら
７
月

中
旬
に
変
わ
り
ま
す
(※1)
。

た
だ
し
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納

め
て
い
た
だ
く
時
期
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
仮
算
定
の
第
１
・
２
期
（
４
・

６
月
）
は
、
前
年
度
課
税
額
を
も
と
に
算

出
す
る
た
め
、「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

〈
平
成
20
年
度
納
期
限
一
覧
表
〉

平成20年度からの国保税

●40歳未満の方
医療分と後期高齢者支援分の合算した金額。

●40歳以上65歳未満の方
介護保険の第2号被保険者となり、医療分と介護分、
後期高齢者支援分を合算した金額。

●65歳以上75歳未満の方
医療分と後期高齢者支援分を合算した金額。
介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は、
別に納めていただきます。

後期高齢者支援分医療分

介護分

国保税＋ ＝

後期高齢者支援分医療分 国保税＋ ＝＋

後期高齢者支援分医療分 国保税＋ ＝

(※1)
国
保
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯

主
が
後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）

で
、
家
族
に
国
保
に
加
入
し
て
い

る
方
が
い
る
場
合
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
と
国
保
の
納
入
通
知
が
同

時
に
届
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

納期限期
4月30日(水)

6月30日(月)

9月1日(月)

9月30日(火)

10月31日(金)

12月1日(月)

12月25日(木)

平成21年2月2日(月)

平成21年3月2日(月)

◇
月
末
が
、
土
・
日
曜
日
の
場
合
は
、
そ

の
翌
日
ま
た
は
、
翌
々
日
と
な
り
ま
す
。
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■
平
成
20
年
度
の
税
率

国
保
税
の
決
め
方
は
、
ま
ず
そ
の
年

に
予
測
さ
れ
る
医
療
費
な
ど
を
推
計
し

ま
す
。
そ
こ
か
ら
医
療
機
関
な
ど
で
支

払
う
一
部
負
担
金
と
国
や
県
か
ら
の
補

助
金
を
差
し
引
い
た
金
額
が
国
保
税
の

総
額
で
す
。

今
年
度
か
ら
は
、
後
期
高
齢
者
支
援

分
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得
割
、

資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
の
４
項
目

で
算
出
し
、
限
度
額
は
そ
れ
ぞ
れ
に
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

項
目
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
世
帯

ご
と
の
国
民
健
康
保
険
税
が
決
ま
り
ま

す
。

■
10
月
か
ら
国
保
税
の

年
金
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す

こ
れ
ま
で
国
保
税
の
納
付
方
法
は
、

口
座
振
替
と
納
付
書
で
納
め
る
方
法
が

あ
り
ま
し
た
。
今
年
度
か
ら
こ
れ
ら
に

加
え
、
10
月
か
ら
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
る
徴
収
方
法
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

対
象

次
の
①
〜
⑤
の
す
べ
て
に
当
て

は
ま
る
方

①
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者

②
世
帯
内
の
国
保
の
被
保
険
者
が
全
員

65
〜
74
歳

③
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

④
世
帯
主
が
介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら

天
引
き
で
納
め
て
い
る

⑤
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
天
引
き
額

の
合
計
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超

え
な
い

年
金
天
引
き
対
象
者
の
納
付
方
法

９
月
ま
で
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
口
座
振

替
や
納
付
書
で
納
め

て
い
た
だ
き
、
10
月

か
ら
年
金
天
引
き
に

よ
る
納
付
方
法
に
切

り
替
わ
り
ま
す
（
年

金
天
引
き
は
、
年
金

の
支
払
い
月
で
す
）。

た
だ
し
、
年
度
途
中

に
税
額
が
変
更
に
な

っ
た
場
合
は
、
口
座

振
替
ま
た
は
、
納
付

書
に
よ
る
納
付
方
法

に
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
世
帯
主
が
75
歳
に
到
達
す

る
年
度
は
、
口
座
振
替
や
納
付
書
に

よ
る
納
付
方
法
と
な
り
ま
す
。

◇
年
金
天
引
き
の
対
象
に
な
ら
な
い
方

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
口
座
振
替
ま

た
は
、
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に

伴
う
経
過
措
置

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る

方
が
い
る
こ
と
に
よ
り
、
世
帯
の
国

保
の
被
保
険
者
が
減
少
し
て
も
、
こ

れ
ま
で
と
同
様
の
軽
減
判
定
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る

方
が
い
る
こ
と
に
よ
り
、
国
保
の
被

医療分 介護分(※2)後期高齢者支援分

所得割
資産割
均等割
平等割
限度額

5.0％
30.0％
25,300円
25,700円
47万円

1.4％
4.1％
7,200円
6,400円
12万円

0.95％
4.5％
7,100円
4,500円
9万円

・世帯主(夫：国保)72歳、妻(国保)68歳

【年金天引きになる世帯】

・世帯主(夫：国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保) 40歳

・世帯主(夫：国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保) 40歳
・世帯主(夫：国保)72歳、妻(国保)63歳

・世帯主(子：社保)46歳、父(国保)68歳、母(国保)71歳　
・世帯主(夫：後期高齢者)78歳、妻(国保)68歳

【年金天引きにならない世帯】

＜例＞

保
険
者
が
一
人
と
な
る
世
帯
は
、
国

保
税
の
平
等
割
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

③
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
な
ど
）
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
被
保
険
者
の

被
扶
養
者
か
ら
国
保
被
保
険
者
と
な

っ
た
方
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険

税
の
減
免
措
置
を
講
じ
ま
す
（
申
請

が
必
要
）。

■
正
し
い
所
得
を
申
告
し
ま
し
ょ
う

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の
所
得

を
も
と
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

所
得
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
申
告
を

す
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
減
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平成20年度の国保税率

(※2) 介護分は、40歳以上65歳未満の方のみです。


